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１ 趣旨 

加西市教育委員会では、令和 5年 12 月の小中学校の再編方針に基づき、学校再編を行い、

スクールバスの運行を計画している。令和８年４月の泉中校区の統合小学校の開校を皮切

りに、令和 10 年４月に統合中学校並びに善防中校区の統合小学校、令和 12 年４月に加西

中校区の統合小学校の開校を予定しており、順次スクールバスの導入を計画している。また、

令和７年度からは、小学校の遠距離通学者の通学支援も計画している。スクールバスの運行

にあたり、効率的な運行計画を作成する事業者を公募型プロポーザル方式で選定するため

に本募集要領を定める。 

２ 業務概要 

（１）業務名 

加西市スクールバス等運行計画策定業務委託 

（２）業務目的 

本業務は、豊富な経験と高度な専門性、実行力を有する事業者による支援を得て、スク

ールバス等の運行計画の策定を行うことを目的とする 

（３）業務内容 

「加西市スクールバス等運行計画策定業務仕様書」のとおり 

（４）履行期間 

契約締結日から令和 7年 3月 25 日までとする。 

３ 提案上限額（予算額） 

本業務に関する費用は、5,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）以内とする。 

４ 契約候補者等決定までの流れ 

（１）プロポーザルへの参加を予定する者（以下、「参加予定者」という。）は、指定期日ま

でに市に参加表明をし、市から参加資格を有すると認められた者（以下「参加者」とい

う。）の通知を受けた場合にプロポーザルに参加できるものとする。 

（２）参加者は、指定期日までに市に企画提案書等を提出したのち、契約候補者等の選定の

ための審査を受けるものとする。 

（３）市は、審査の結果、得点が最上位となった者を「契約候補者」、第２位となった者を

「次点者」として選定し、まず契約候補者と期間を定めて企画提案の内容をもとに契約

締結に向けて契約条件等について協議を行うものとする。 

（４）上記（３）の期間内に市と契約候補者との協議が整わない場合は、市は次点者と協議

を行うものとする。 

（５）本プロポーザルに係る日程については、「14 実施スケジュール（予定）」のとおりと

する。 

５ 参加申込者の資格要件 

プロポーザルへ参加する者は、次の全ての要件を満たさなければならない。 
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【参加資格要件の一覧】 

番号 項目 資格要件 

１ 事業所の所在地 加西市内に本店又は営業所等を有する一般乗合旅客自動

車運送事業者であること。 

２ 

 

入札参加資格名簿へ

の登録 

加西市財務規則（昭和 42 年加西市規則第 40 号）第 105

条第２項に規定する入札参加資格者名簿に登載されてい

ること。ただし、契約締結日までに加西市財務規則（昭和

42 年規則第 40 号）第 105 条第２項に規定する入札参加

資格者名簿に登録できることを条件としてプロポーザル

に参加させることができるものとする。 

３ 地方自治法施行令第

167 条の 4の規定 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の

4の規定に該当しない者であること。 

４ 指名停止措置 加西市工事請負等契約に係る指名停止の措置要領（平成

６年加西市訓令第 23 号）に規定する指名停止の措置要件

に該当しないこと。 

５ 契約の相手方として

の適格性 

加西市暴力団排除条例（平成 24 年加西市条例第１号）に

規定する暴力団等でないこと。 

６ 市税の納付状況 市税を滞納していないこと。 

７ 消費税及び地方消費

税の納付状況 

消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

８ 経営の安定性 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続

開始の申立て又は、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づく再生手続開始の申立てを行っている者でないこ

と 

６ 説明会 

説明会は開催しない。 

7 質疑・回答 

質疑・回答については、次のとおり行うこととする。 

（１）質問がある場合は、「質問及び回答書」（様式３）により電子メールにて事務局（「17」

に同じ）まで提出すること。なお、必ず電話で着信を確認すること。 

（１）質問書の受付期限 令和 6年 9月 10 日（火）午後 5時まで 

（２）質問書に対する回答は、令和 6年 9月 17 日（火）までに加西市のホームページに掲

載する。 

8 企画提案について 

（１） 企画提案書等の作成 

参加者は、仕様書に基づき、考えうる最適な方策を企画提案書等により提案するものと

する。 
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ア 企画提案書 

企画提案書作成項目及び仕様書等を参照のうえ、項目順に作成すること。 

書式は任意とするが、用紙は、Ａ４とし頁数は表紙・目次を除いて８ページ以内とす

る。 

  イ 見積書及び見積内訳書 

   履行期間内に本業務を実施するための費用を提案上限額の範囲内で作成することと

し、上限額を超える見積書は無効とする。（様式は任意。代表者職氏名を記入し、押印

すること。）金額は消費税込みの金額を記入すること。 

【企画提案書作成項目】 

① 業務実施計画 

② 組織体制計画  

③ 業務工程表 

④ 見積書及び見積内訳書 

 

  プロポーザルへの参加者は、「公募型プロポーザル参加申込書」（様式１）に必要事項を

記入、代表者印を押印のうえ、企画提案書及び次の関係書類を事務局に提出すること。 

 【提出書類】 

番号 提出書類 様式 留意事項 

1 公募型プロポーザル参加申込書 様式 1  

2 会社概要（パンフレット等） 任意  

3 決算関係書類 任意 財務諸表等 

4 
一般乗合旅客自動車運送事業者の

許可書の写し又は申請書の写し 
任意  

5 
入札参加資格者名簿登録について

の誓約書 
別記様式 1  

6 参加資格についての誓約書 別記様式 2  

7 暴力団排除条例に関する誓約書 別記様式 3  

8 市税納税証明書 別記様式 4 市内業者のみ 

9 納税証明書 任意 税務署の発行するもの 

 

9 企画提案書等の提出 

（１）提出期日 

令和６年 10 月 8 日（火）午後 5時まで 

（２）提出書類 

ア 公募型プロポーザル参加申込書（様式１） 

イ 企画提案書（任意様式） 

ウ 本業務参考見積書（任意様式） 

履行期間内に本業務内容を実施するための費用を提案上限額の範囲内で作成すること
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とし、上限額を超える見積書は無効とする。代表者職氏名を記入し、押印のこと。金額

は消費税等込みの金額を記入すること。 

（３）提出場所 

加西市役所 6階 教育委員会学校再編室 

加西市北条町横尾 1000 番地 

（４）提出方法 

直接学校再編室窓口へ持参か、書留郵便とする。（電子メールでの提出は不可） 

（５）提出部数 

ア プロポーザル参加申込書 1部 

イ 企画提案書 8部（正本 1部と副本 7部） 

※ 副本については、参加事業者名を記載せず作成すること。 

ウ 本業務参考見積書 1部（別途封筒に入れて提出すること。） 

10 プロポーザル選定委員会の設置 

契約候補者等の選定は、「スクールバス等運行計画策定業務プロポーザル選定委員会」

（以下「選定委員会」という）を設置し行うものとする。 

11 選定委員会（書類審査）の実施 

庁内に選定委員会を設置し、「別紙 評価基準表」に基づき、書類審査を実施する。 

12 契約候補者の選定 

契約候補者等の選定については、「別紙 評価基準表」により、契約候補者及び次点者

を決定する。 

なお、総合評価点が同じ場合は、事前に設定した項目の点数が高い者を上位者とする。 

13 契約締結に向けての協議 

契約候補者に選定された者と契約の交渉を行う。この交渉において不調となった場合

は、評価により順位付けられた上位の者から順に交渉を行い、契約を締結する。 

14 実施スケジュール（予定） 

時期 内容 

令和 6年 9月 4日（水） 募集要領の告示、配布 

令和 6年 9月 10 日（火） 質問書提出期限 

（回答期日：令和 6年 9月 17 日（火）） 

令和 6年 10 月 8 日（火） 参加申込書・企画提案書の提出期日 

令和 6年 10 月中旬 選定委員会の開催 

令和 6年 10 月中旬 選定結果の通知 

令和 6年 10 月下旬 契約候補者との協議 

令和 6年 11 月上旬 契約締結 

令和 6年 11 月上旬  業務履行の開始 
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15 情報公開 

選定の過程や評価結果については、加西市ホームページで公開する。 

16  その他 

（１）参加希望者が次の事項のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

① 募集要領に定める事項に違反が判明した場合 

② 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合 

③ 募集要領に定める方法以外で市職員、選定委員等に対して本案件について接触をはか

り、接触した事実が認められた場合 

④ その他公平な競争の妨げになる行為・事実があったと市が判断した場合 

（２）企画提案に要する費用はすべて参加者の負担とする。 

（３）採用された企画提案書は、「加西市情報公開条例（平成９年加西市条例第１号）」に基

づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の

対象となる。 

（４）契約候補者となった場合、業務実績として本市の名前を挙げることは可能であるが、

仕様書の公開等業務内容の詳細については本市の許可なく開示できないこととする。 

（５）提出された企画提案書等は返却せず市の所有物として組織内で複写・配付を行う場合

がある。 

（６）本要領に定めのない事項については競争性、公平性を考慮のうえ、適宜市が判断する

ものとする。 

17 問い合わせ先 

加西市教育委員会学校再編室 

住所：〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾 1000 番地 

電話：0790-27-8240 FAX： 0790-43-1803 

E-mail：saihen@city.kasai.lg.jp 

 

 


